
【提出書類の確認シート】実習併用職業訓練（実践型人材養成システム）実施計画

Ａ．事業所に関する記載事項

實習　併郎

G

※第２面の区分一
覧より選択

Ｂ．訓練実施計画に関する確認事項

　□　確認済み

　□　確認済み

総時間数

上記⑧の訓練期間より

　□　確認済み

　□　確認済み

１） 　□

２） 　□

３） 　□

４） 　□

５） 　□

６） 　□

　□　確認済み

１） 　□

２） 　□

３） 　□

　☑　確認済み

（第１面）

実践キャリア・アップ戦略キャリア段位制度

「モデル評価シート」／厚生労働省

「職業能力評価基準」／厚生労働省

　(d)　　９００　　時間（＝(e)＋(f)）

（OJT：(e)　６００　　　時間、Off-JT：(f)　３００　　時間）

申請者確認・提出 ※窓口へ申請される前に、このシートの各項目を記入していただき、各確認事項にチェックをお願いします。

⑥企業の規模 　　　　　□　大企業　　　・　　　□　中小企業

④主な産業分類

　※自社が行うOff-JTは、上記「２）」の場合を除いて原則認められませんので、「２）」を選択された場合には、
別途確認書類を提出する必要があります。

業界団体等が当該職種に関する分析を通じて作成した企業横断的な評価基準／（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

公共職業能力開発施設（職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進
センター、障害者職業能力開発校）が行う職業訓練

　(c)　　　　日÷365×850 ＝　(c')　　　　　時間

(d')　４２５　　時間

　※ジョブ・カード様式3-3-1-1の「Ⅲ技能・技術に関する能力(２)専門的事項」の評価基準項目は、以下のいずれか
が出所（複数採択可）となっている項目数が、全体の半数を超えて設定されている必要があります。

⑫ア）Off-JT（座学）を行う機関は、次のいずれかに該当する訓練を実施するものである。

申請事業主以外の者が設置する施設であって、職業能力の開発及び向上にかかる教育訓練機関により適切に行
われる教育訓練

都道府県知事の認定を受けた職業訓練（認定職業訓練）

⑫  イ）Off-JT（座学）の実施場所が申請事業主の住所と同一である場合、賃貸借契約書、誓約書又は覚書、見取図
を添付している。

第２面もご確認下さい。

技能検定その他の公的資格制度（技能照査含む）における試験基準／（試験等：　　　　　　　　　　　　　　　）

※第２面をご参照ください

　※下の計算により、(d)の時間数が、(d')の時間数を上回る必要があります。　(d)　　９００　　　時間　≧　(d')　　４２５　　時間

「日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール」／（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

OJT(e)　６００　　時間　÷　総時間(d)　９００　　時間×100＝　(g)　　６６．７　％

　(a)　　　　年×850　　　＝　(a')　　　　　時間 (a')+(b')+(c')の合計時間

　(b)　　６　ヶ月÷12×850＝　(b')　４２５　　時間

⑦会社概要がわかるホームページ
※もしくは「設立年月日」「主な事
業内容」「資本額」「常時労働者
数」等を記載（別紙で添付可）

⑨訓練の総時間数は、訓練期間１年あたりで８５０時間以上である。

http://jissen.yo_sei.con.jpn

⑧訓練を実施する期間は、６ヶ月以上２年以下である。

訓練期間 　(a)　　　　年　(b)　　　６　ヶ月　(c)　　　　日

⑪ジョブ・カード様式3-3-1-1は、汎用性がある評価基準から引用されている。

①事業所名 株式会社　実践 ②担当者氏名

③雇用保険適用事業所番号 １４０１－００００００－０

　各欄について内容をご確認されましたら、「□　確認済み」に、「✔、■、○」等を記してください。
　また、⑪及び⑫については、該当する項目の「□」に、「✔、■、○」等を記してください。

⑤訓練の職種 ソフトウエア開発職

⑩OJT（実習）時間数の占める割合は、総時間数の２割以上８割以下である。

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

http://jissen.yo_sei.con.jpn/


　□　確認済み

１） 　□

２） 　□

３） 　□

４） 　□
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（第２面）

⑬訓練の対象者は、訓練期間の始期の時点で、１５歳以上４５歳未満の者である。

　また、次のいずれかに該当する者に対して訓練を実施するものである。

　※この申請手続を行う時点で対象者が未定の場合も、この要件をご確認の上で、訓練対象者を選定してください。

新たに雇用しようとする者に対して、訓練を実施する
　※雇い入れ日が訓練実施計画での訓練始期の前２週間以内にあること。

既に雇用している短時間等労働者（非正規社員・パートタイマー等）を、通常の労働者（正社員）に転換させて、
訓練を実施する
　※短時間等労働者の正社員転換日が訓練実施計画における訓練始期の前２週間以内にあること。
　※対象となる短時間等労働者がこの申請手続きを行う時点より前に既に雇用されていること。
　　　（別途、確認書類を提出する必要があります）

実践型人材養成システムの実施期間を通じて、大学等の関係講座を活用した企業における既に雇用している短時
間等労働者以外の労働者を対象として訓練を実施する
　※大学等とは、学校教育法第１条に規定する大学（大学院及び短期大学）。
　※対象となる短時間等労働者以外の労働者がこの手続きを行う時点より前に既に雇用されていること。

特定分野関係企業において既に雇用している短時間等労働者以外の労働者を対象として訓練を実施する
　※主たる事業が日本標準産業分類の建設業、製造業又は情報通信業である企業からの申請であること。
　※対象となる短時間等労働者以外の労働者がこの手続きを行う時点より前に既に雇用されていること。

■  企業の規模について 
企業の規模は、下表のとおり「主たる事業」ごとに、「A企業の資本の額又は出資の総額」又は「B企業全体で常
時雇用する労働者の数」によって判断します。下表のA又はBのうちいずれかに該当する場合が、中小企業とな
ります。 
営利法人以外の法人（以下「非営利法人」とします。）については、常時雇用する労働者数によって判断します。
非営利法人には、公益法人（財団法人・社団法人）・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営
利活動法人・協同組合（農業協同組合、生活協同組合、信用協同組合等）・相互会社・中間法人等がこれに該
当します。 
  

■  主な産業分類について 

主な産業分類は、日本標準産業分類（平成19年11月改定）に基づき、下表の大分類区分一覧（A～T）の中から、

選択してください。 

詳細については、以下のURL（総務省統計局ホームページ）をご参照ください。 
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm 

キーワードによる分類検索はこちら 
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind=10 

 

主たる事業 A 企業の資本の額または出資の総額 B 企業全体で常時雇用する労働者の数 

小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 

サービス業 5,000万円以下 100人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

製造業・建設業・運輸業その他 3億円以下 300人以下 

 

Ａ 農業，林業 Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

Ｂ 漁業 Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

Ｄ 建設業 Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 

Ｅ 製造業 Ｏ 教育，学習支援業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｐ 医療，福祉 

Ｇ 情報通信業 Ｑ 複合サービス事業 

Ｈ 運輸業，郵便業 Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｉ  卸売業，小売業 Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

Ｊ 金融業，保険業 Ｔ 分類不能の産業 

 

✔ 

✔ 


